
 

コロナウイルス感染防止対策に関するチェックシート 

 

下記のすべての項目について確認いただき、□にチェックをお願いします。 

チェックができない項目がある場合は、貸出ができません。 

 

                    記 

〇入場者の感染予防対策 

□マスクの着用がない人については参加禁止にします。 

 □利用者の手指消毒については、十分に周知徹底します。 

 □当日の利用者の体調（検温結果）を確認し、体調不良のある人は参加禁止にします。 

 □上記各事項対応や行列等の混雑を最小限にするため、人員を配置するなどの措置をと 

ります。 

 □レストラン以外、館内ではおやつや軽食を含む食事を行いません。 

 

〇行事運営上の感染予防対策（安定的な間隔の確保等） 

 □各施設ごとの人数制限を承知し、これを超える人数の利用はしません。 

  使用禁止としている椅子（ビニールひもで表示）は使用しません。 

□利用者同士の距離は、前後左右に概ね 1ｍ以上を安定的に確保します。 

 □利用者が歌唱や大声を出す行為は行いません。 

 □利用者同士が近くで対面する行為は行いません。 

 □行事に使用する共有物等は適切な衛生管理を行います。  

 

〇入場者（参加者）連絡先の確認 

 □岐阜県感染警戒ＱＲシステムを参加者に周知し、メールアドレスを登録してもらいま 

す。（携帯端末がないなどの理由で登録できない方で、登録を希望する場合は別途、連 

絡先を把握し対応します。） 

   

 

 岐阜県図書館で行事を行うにあたり、上記を確実に行うとともに、施設管理上の感染防止

に関する事項について図書館職員の指示に従います。 

 

令和  年  月  日 

   

         行事名称 

 

主催団体名 

          代表者名                    印 

          利用責任者名                  印  

 

 



 

貸館施設運営にあたっての当面の取扱いについて 

 

■行事内容等の制限 

 次の行事の開催はご遠慮ください。 

・大声での発声、歌唱、声援又は近接した距離での会話が想定される行事 

 ・人と人との距離を安定して十分に確保できない行事 

 ・グループ討論、ワークショップ形式の講座、レクリエーション、対面式の運動を伴 

う行事 

 ・同一の参加者が概ね２時間を超えて継続滞在する行事   

 

■入場者（参加者数）数の制限 

 利用者間の距離を確保するため、各施設の利用者数を次のとおり制限させていただ 

きます。 

 ・多目的ホール：60 人(8 月 1 日から 148 人までご利用可能)、多目的小ホール：19

人（8 月 1 日から 33 人までご利用可能)、研修室１：18 人（8 月 1 日から 27 人ま

でご利用可能）、研修室２：10 人（8 月 1 日から 15 人までご利用可能)、 

特別会議室：28 人（8 月 1 日から 36 人までご利用可能) 

（研修室１・２の仕切りを解放して利用した場合：28 人(8 月 1 日から 42 人まで

ご利用可能)） 

 

■貸出条件 

・「コロナ社会を生き抜く行動指針（令和２年５月１５日岐阜県コロナウイルス感染

症対策本部）」に沿って行事を行っていただくことを貸出条件とし、申込みの際に

「コロナウイルス感染防止対策に関するチェックリスト」を提出いただきます。 

   ・条件を満たさないと判断した場合は、集団感染防止の観点から貸出をお断りいたし 

ます。 

   

■その他 

・体調不良者の有無の確認、マスク非着用者への対応、手指消毒の徹底は主催者側で 

実施をお願いします。（消毒液等は主催者が用意） 

   ・行事途中での清掃・消毒はいたしません。主催者側で机の消毒等を行う場合は、ご 

相談ください。 

 ・受付等で参加者に岐阜県感染警戒ＱＲシステムへの登録をしていただく対応をし 

てください。（万一、感染が発生した場合、登録先に情報が提供されます。） 

 ・レストランを除き、館内での食事はおやつや軽食を含め、全室禁止、楽書交流サロ 

ンも禁止とします。 

 ・休憩時間中などロビー等での利用者間の距離確保にご協力をお願いします。 

 

岐阜県図書館総務課 


